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令和 5 年度熊本市放置竹林有効利用推進事業 実施の手引き 

 

1. 事業の主旨（目的） 

 かつて里山は、燃料となる薪や炭、食料、日用品等、集落周辺の人々が営みをする上で様々な必需品をも

たらす、自然と共生するための身近な場所でした。近年、農業形態の変化や燃料需要の変化、都市化の進展

や高齢化など社会構造の変化により里山の維持が困難になってきています。里山を維持していくためには、人

と自然の係わりをもう一度見つめ直し、動植物の生育・生息地であり生物多様性の保全の観点から自然への働

きかけを継続することが必要とされます。つまり、人が手入れをして利用することが望ましく、里山保全活動を展

開する必要性があります。 

 このことから、熊本市内における里山の保全のための、放置竹林対策の取組を面的に拡大させるとともに、地

域として継続されることを目的とし、放置竹林対策の取り組む民間団体の課題対応する支援を実施するととも

に、次年度の放置竹林対策に係る支援内容の提案を行うことを本業務の主旨とする。 

 

2. サポート隊要件 

サポート隊の要件とは、支援を希望する地域活動団体に対し、伐採してある竹材を粉砕機によりチ

ップ化する粉砕機操作等を主に行う組織で、事務局と契約を締結することにより作業を行う組織であ

る。 

（1） 法人又は支援資格のある者を含む 3 名以上で組織する団体であること 

（2） 過去において、竹林整備の実績があること 

（3） 「伐木・チェンソー作業従事者特別教育」を修了した者による施業とする 

（4） 活動に際して、損害保険等は自己負担により加入している組織である事 

（5） 事業の主旨を理解し忠実に業務を実行する能力を有する組織である事 

（6） 粉砕機を所有するサポート隊が自己管理の竹林を粉砕する場合は対象外となる。 

 

3. サポート隊の役割 

（1） 熊本市内の放置竹林において、伐採を行ったものの、林外へ持ち出す等の労力が不足してい

ること等から、林内に集積してあり、そのまま放置すれば、獣の棲家となり景観を損なう恐れのあ

る竹林や、タケノコ等の生産面積が減少している等の弊害を生じている放置竹林の伐採、集積

後の竹の処理について粉砕機操作労力の提供を行う。 

（2） 竹の処理については、地域活動団体の意向を踏まえるものとするが、基本的には林内で粉砕

（チッパー）処理する事とするが、サポート組織が資源として活用できるものについては、地域活

動団体の承諾を得て、林外へ持ち出すことが出来る。 

 

4. 事業の実施期間 

地域の放置竹林対策に取り組む活動組織へのサポート活動を実施する期間は 10 月から翌年 2 月まで 

（1） サポート隊は、申請書を作成し提出して下さい。 
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5. 活動サポートメニュー 

タイプ別支援活動は下のようになります。 

（1） 竹粉砕林内処理（粉砕機操作員と一緒に粉砕機を貸し出します。集材は地域活動団体の実

施となります。） 

（2） 竹粉砕持出（サポート隊と一緒にチップを林外へ持ちだしやすい所で粉砕処理します。処理

後の運搬については活動団体で行ってください。） 

（3） 竹材持出（トラックに積込める箇所に集積された竹材を活動団体と協働によりトラックへ積込み、

利用箇所（熊本市内に限る）まで運搬するサポートをします。） 

（4） 竹材持出産業廃棄物処理（トラックに積込める箇所に集積された竹材を活動団体と協働により

トラックへ積込み、産業廃棄物処理場へ運搬するまでをサポートします。産業廃棄物の処理費

用は活動団体負担となります。） 

 

6. メニュー別活動サポート内容 

（1） 竹粉砕林内処理 

（地域活動団体） 

サポート隊が竹粉砕機の手配及び粉砕機操作労力の提供を行うので、林内に集積してある竹

材の集材を行い、サポート隊との協働により砕処理を実施し、林内へ有機肥料として散布を行う。 

（サポート隊の活動） 

・ 竹粉砕機の手配（事務局との調整）・・・・竹粉砕機は事務局からの貸し出し、自己所有の粉砕

機を持っている場合は、所有の粉砕機を使用（使用料はレンタル料と同額程度を事務局が

負担） 

・ 竹粉砕機搬入のための作業道作設・・・・・・・・バックホウは必要により事務局からの貸し出し、

自己所有のバックホウを持っている場合は、所有のバックホウを使用（使用料はレンタル料と

同額程度を事務局が負担） 

・ 竹粉砕機、バックホウ等は所定の場所へ取りに行き、返却まで行う（運賃はサポート隊負担） 

・ サポート隊に過失のない機械の損傷については、事務局が補修を行う。ただし、サポート隊

の過失による機械の損傷は、サポート隊が損害を負う事とする。 

・ 業務報告書の作成 

 

（2） 竹粉砕持出 

（地域活動団体） 

サポート隊が竹粉砕機の手配及び粉砕機操作労力の提供を行うので、林内に集積してある竹

材の集材を行い、サポート隊との協働により粉砕処理を実施し、資源として利活用するため活動

団体自らが林外へ持ち出す。 

（サポート隊の活動） 

・ 竹粉砕機の手配（事務局との調整）・・・・・・竹粉砕機は事務局からの貸し出し、自己所有の

粉砕機を持っている場合は、所有の粉砕機を使用（使用料はレンタル料と同額を事務局が

負担） 



3 
 

・ 竹粉砕機搬入のための作業道作設・・・・・・バックホウは必要により事務局からの貸し出し 

・ 竹粉砕機、バックホウ、は所定の場所へ取りに行き、返却まで行う（運賃はサポート隊負担） 

・ サポート隊に過失のない機械の損傷については、事務局が補修を行う。ただし、サポート隊

の過失による機械の損傷は、サポート隊が損害を負う事とする。 

・ 業務報告書の作成 

 

 

（3） 竹材持出 

（地域活動団体） 

サポート隊による労力の提供により、林内に集積してある竹材を林外へ持ち出し、資源として活

用するための、協働によりトラックへの積込み、サポート隊が利用場所までの運搬。（熊本市内に

限る） 

（サポート組織の活動） 

・ 竹の積込み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・活動団体と協働により竹材の積込みを行う 

・ 竹の運搬（事務局との調整）・・・・・・・・・・・・・・竹材の利用場所までの運搬（熊本市内に限る）、

トラックは必要により事務局からの貸し出し 

・ 竹搬出のための作業道作設・・・・・・・・・・・・・バックホウは必要により事務局からの貸し出し 

・ バックホウ、トラックは所定の場所へ取りに行き、返却まで行う（運賃はサポート隊負担） 

・ サポート隊に過失のない機械の損傷については、事務局が補修を行う。ただし、サポート隊

の過失による機械の損傷は、サポート隊が損害を負う事とする。 

・ 業務報告書の作成 

 

 

（4） 竹材持出産業廃棄物処理 

（地域活動団体） 

活動団体自らの労力及びサポート隊との協働により、集積してある竹を、トラックに積込み、サポ

ート隊の運転により産業廃棄物処理場へ搬出し、処理を行う。ただし、廃棄物処理に係る費用は

実費を活動団体で負担する事とする。 

（サポート組織の活動） 

・ 竹の運搬（事務局との調整）・・・・・・・・・・・・・・トラックは必要により事務局からの貸し出し 

・ 竹搬出のための作業道作設・・・・・・・・・・・・・バックホウは必要により事務局からの貸し出し 

・ バックホウ、トラックは所定の場所へ取りに行き、返却まで行う（運賃はサポート隊負担） 

・ サポート隊に過失のない機械の損傷については、事務局が補修を行う。ただし、サポート隊

の過失による機械の損傷は、サポート隊が損害を負う事とする。 

・ 竹材を林外へ持ち出し産業廃棄物処理場へ持ち込むためのトラックへの積込み、運搬。 

・ 業務報告書の作成 
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7. 事業実施の注意事項 

（1） 竹粉砕機等貸出機械の注意点 

  貸出機械の貸し出しについては以下の事項について遵守し、誠意をもって借受けする事とする。 

① 法令に違反することがないように使用すること、また免許を必要とするものについては、免許

取得者が操作すること。 

② 貸出機械を本事業以外に使用し、又は他人に転貸し、もしくは使用させないこと。 

③ 事故や怪我に備え、借受者において傷害保険に加入すること。 

④ 貸出機械の使用に際しては、操作方法を遵守し、慎重かつ丁寧に取り扱うとともに、常に安全

に配慮し、万全の対策を講じること。また、作動音や粉砕物等による周辺住環境の影響に配

慮し、近隣住民からの苦情がないようにすること。 

⑤ 貸出機械の負担を考慮し、連続使用を 5 時間以上の運転を行わないこと。 

⑥ 貸出機械に故障等異常が認められたとき、又は損傷や事故が発生したときは、直ちに作業を

中止し、事務局へ報告して指示を受けること。 

⑦ 貸出機械の使用により発生した借受者及び他者やそれらの財産に対する損害については借

受者の責任とし、借受者が損害を補償すること。 

⑧ 粉砕機の使用は、竹に付着している土砂等を除去してから処理すること。 

⑨ 借受期間中は、貸出機械が盗難及び雨等による被害を避けるため、適正に管理すること。 

⑩ 貸出機械の使用に要する燃料等の費用は、借受者の負担とする。なお、返却の際は、燃料を

満タンにすること。 

 

（2） サポート隊が業務を委託する場合の注意事項 

① 原則再委託は行えないが、サポート隊が資格を有しない作業をおこなわなければならなくなった

場合等については再委託を行うことが出来る。（クレーンによる搬出、特殊な資格を必要とする

業務など） 

② 当初提示されたサポート費用の中で実施する事。 

③ 作業を委託する場合は、必ず見積書を２社以上徴収すること。 

④ 委託の場合の精算については、領収書のみでなく契約書、業務報告書を添付が必要 

  

8. 支援成果 

（1） サポート隊は、業務の実施成果として、成果報告を行うこととする。成果方法については以下の

方法による。 

① 支援を実施する前に、集積してある箇所の総面積を測定（1 つの集積面積×集積数） 

② 支援活動実施前の写真撮影 

③ 支援活動実施状況の写真撮影 

④ 支援活動終了後に写真撮影 

⑤ 支援効果面積の算出（1 つの集積面積×集積処理数） 
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9. 申請の手続き 

（1） 申請書等の提出先及び問合せ先 

〒861-8019   熊本県熊本市東区戸島 2 丁目 3 番 35 号 

 熊本県森林組合連合会 

TEL:096-285-8688    FAX:096-285-8651   E-mail : ino@kumamori.or.jp 

担当者：井野 道幸 

 

（2） 事業実施前審査 

① 地域活動組織及びサポート隊については、事業実施前に審査を実施し、当該年度における

それぞれの組織を決定し、審査の結果は、審査会の終了後、速やかに電子メール若しくは

電話で内報させていただきます。正式な通知文は、事務局から後日郵送いたします。 

② 申請書等に不備等がある場合は、事務局から修正等の依頼をさせていただく場合がありま

す。また、必要に応じて補足資料の提出を求めることがあります。修正や補足資料の提出等

が、審査までに間に合わない場合は、審査に諮ることができませんので、ご承知おき下さい。 

③ 申請頂き、審査での承認通知があっても、本年度事業実施できない場合がありますのでご

了承下さい。 

 

 

10. 現地調査 

（1） 調査対象 

すべてのサポート隊の業務完了箇所の確認を実施 

① 完了箇所確認については、サポート隊の代表者の立会 

 

（2） 実施時期 

① 完了箇所確認・・・・・・・3 月 

 

（3） 主な調査事項 

① サポート隊の完了箇所確認 

(ア) 支援完了箇所の状況を確認 

(イ) 林内に集積されていた竹材の処理方法 

(ウ) 効果調査の実施結果を確認 
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11. 年間スケジュール 

内容 予定時期 備考 

事業説明会 令和 5 年 7 月 31 日 10：00～ グランメッセ熊本 2 階 中会議室 

事業希望者公募 令和 5 年 8 月 1 日 市の広報紙及び HP 

募集開始（申請受付） 令和 5 年 8 月 1 日～  

応募締切 令和 5 年 8 月 31 日  

申請書の確認 令和 5 年 9 月上旬  

現地確認 令和 5 年 9 月中旬  

審査会 令和 5 年 10 月上旬  

事業決定 令和 5 年 10 月上旬  

事業実施日程調整 令和 5 年 10 月中旬から  

事業実施 令和 5 年 11 月 10 月 1 日から  

事業完了 令和 6 年 2 月 28 日  

現地完了確認 令和 6 年 3 月上旬  

市へ実績報告書の提出期限 令和 6 年 3 月中旬  

 

 

12. 支援単価について 

 

（1） 支援単価については、以下の表を標準とし、現場確認ののち、現場毎に決定する。 

① 竹チッパー処理費例 （1 日 20ｍ3 処理 竹 1 本 0.20ｍ3）                1 日当たり 

項目 規格 数量 単位 単価 金額 備考 

竹粉砕機  1.0 台 0 0 貸与 

普通作業員  1.0 人 19,200 19,200 投入 

燃料費  20 ℓ 154 3,080  

諸雑費  8 ％ 18,400 1,470  

計     23,750  

 

② 作業道作設（小規模土工）森林作業道摘要                         1ｍ当たり 

項目 規格 数量 単位 単価 金額 備考 

バックホウ 0.13m3  1.0 台 0 0 貸与 

幅員 2.0＜ｗ3.0

ｍ 

 1.0 ｍ 1,500 1,500  
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搬出に係る運搬（ユニック付トラック貸与） 

項目 規格 数量 単位 単価 金額 備考 

運搬距離 5ｋｍ以下 1.0 台 1,500 1,500 2ｔ積 1 往復 

 10ｋｍ以下 1.0 台 3,000 3,000  

 15ｋｍ以下 1.0 台 4,500 4,500  

 20ｋｍ以下 1.0 台 6,000 6,000  

 25ｋｍ以下 1.0 台 7,500 7,500  

 

 

 

③ 機械運搬費用（所定の場所への引き取り、返却） 

※共通仮設費に含む 

④ 諸経費（造林補助経費率） 

項目 用途 単位 率 備考 

共通仮設費 

（ 森 林 整 備 Ｂ の

率） 

活動に必要な器具等の運搬、

境界確認等の準備、土地の借

上げ等の費用、事業損失防止

費用、技術管理費、営繕費、安

全費 

％ 5.4 直接活動費×率 

現場管理費 

（造林補助率） 

労務管理費、安全訓練に要す

る費用、租税公課、保険料、従

業員の手当、退職金、法定福利

費、福利厚生費、事務用品費、

通信交通費、交際費、補償費、

外注経費、その他現場で必要と

なる雑費等 

％ 16.00 （直接活動費+共通

仮設費）×率 

一般管理費 

（公共工事率） 

役員報酬、退職金、法定福利

費、福利厚生費、修繕維持費、

事務用品費、通信交通費、電

力・用水光熱費、調査研究費、

その他事業所の運営に必要な

費用 

％ 22.72 （直接活動費+共通

仮設費+現場管理

費）×率 
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⑤ 費用の算出（例） 

※ 粉砕処理（1,000×0.2＝200ｍ3/20 10 日、粉砕機搬入路 50ｍ、集材 20ｍ（登り比高 10

ｍ）、機械保管場所から現場までの距離 10ｋｍ、整備済面積 0.3ha、伐採本数 1,000 本

（平均長さ 20ｍの竹を 2ｍ玉切り 10,000 本）、チップ林内処理の場合 

項目 規格 数量 単位 単価 金額 備考 

チッパー処理  4.0 日 23,750 95,000  

直接活動費     95,000  

対象額     95,000  

共通仮設費  5.4 ％ 95,000 5,000  

対象額     100,000  

現場監督費  16.00 ％ 100,000 16,000  

対象額     116,000  

一般管理費  22.72 ％ 116,000 26,000  

計     142,000  

消費税相当額  10.00 ％ 142,000 14,200  

サポート費     156,200  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

様式第2号 

 

放置竹林有効利用推進事業サポート活動申請書 

 

令和  年  月  日 

 

 （宛先）熊本県森林組合連合会 様 

 

所在地  

申請者     名 称 

    代表者氏名            ㊞  

電話     （   ） 

 

  地域の放置竹林に取組、伐採した竹材の処理が困難である地域活動組織の、熊本市放置竹林有効

利用推進事業のサポートを行いますので、次のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

1.  サポート組織の名称   

 

2.  サポート組織の代表者 

 

3.  サポート組織の所在地 

 

4.  事務担当者の氏名 

 

5.  日中連絡の取れる電話番号 

 

6.  サポート組織の概要 

別添 

7.  添付書類 

団体の規約、会則その他団体の概要を確認することができる書類 
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様式第 2 号 別添 1 

サポート団 体 概 要 書 

 

（１）団体概要 （令和  年  月  日現在） 

団体名  

代表者名  

代表者郵便番号  

代表者住所  

代表者電話番号  

代表者メールアドレス  

団体ホームページ  

会員数  

 

（２）過去の活動内容 

主な活動場所  

サポート参加の理由 

 

放置竹林に対する 

活動実績 

 

過去の主な活動歴 

 

「伐木・チェンソー作業従事者特別教育」を修了した者の氏名 

 

添付書類 

・団体の規約または会則 

 ・会員名簿 

 ・特別教育終了証の写し 
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様式第 2 号 別添 2 

サポート隊員名簿 

 

１．代表者 

役職名 氏名 住所 備考 

    

 

２．役 員 

役職名 氏名 住所（町名まで） 備考 

    

    

    

 

３．構成員 

（１）団体 

氏名 住所 団体名 

   

   

   

   

   

   

   

   

※氏名欄は代表者を記載する。 
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様式第 2 号 別添 3 

○○サポート隊 規約 
 

令和○年○月○日制定 
第１章 総則 
 
（名称） 
第１条 このサポート隊は、○○サポート隊（以下「サポート隊」という。）という。 
 
（事務所） 
第２条 サポート隊は、主たる事務所を○○に置く。 
 
（目的） 
第３条 サポート隊は、第４条の構成員による地域共同による放置竹林有効利用推進の発揮のた

めのサポート活動を通じ、地域の活性化を図ることを目的とする。 
 
第２章 構成員 
 
（構成員） 
第４条 サポート隊の構成員は別紙のとおりとする。 

なお、サポート隊の構成に当たっては、地域の実情を踏まえ、関係者が十分協議し、

備考欄に構成員の所属等を記載するよう努める。 
 
第３章 役員 
 
（役員の定数及び選任） 
第５条 サポート隊に、代表１名、副代表○名、書記○名、会計○名、監査役○名を置くことと

する。代表等役員は別紙のとおりとする。 
２ 代表、副代表及び監査役は総会において構成員の互選により選任するものとし、書記及び会

計は、代表が指名するものとする。 
３ 代表は、このサポート隊を代表し、サポート隊の業務を統括する。 
４ 副代表は、代表を補佐し、代表が欠けたときは、代表を代行する。 
５ 書記は、サポート隊の活動の事務等を行う。 
６ 会計は、責任者として事業の会計を行う。 
７ 監査役は、責任者として会計の監査を行う。 
 
（役員の任期） 
第６条 役員の任期は、○年とする。 
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２ 補欠又は増員による任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 
第４章 総会 
 
（総会の開催） 
第７条 通常総会は、毎年度１回以上開催する。 
２ 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。 
 一 構成員現在数の３分の１以上から会議の目的たる事項を示した書面により請求があったと

き。 
 二 監査役が不正な事実を発見し、報告するために招集したとき。 
 三 その他代表が必要と認めたとき。 
３ 前項第１号の規定により請求があったときは、代表は、その請求のあった日から30日以内

に総会を招集しなければならない。 

４ 総会の招集は、少なくともその開催の７日前までに、会議の日時、場所、目的及び審議事項

を記載した書面をもって構成員に通知しなければならない。 
 
（総会の権能） 
第８条 総会はこの規約において別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。 
 一 活動に関する活動計画の設定又は変更、収支決算、実績報告及び実施に関すること。 
 二 サポート隊規約の制定及び改廃に関すること。 
 三 その他サポート隊の運営に関する重要な事項。 
 
（総会の議決方法等） 
第９条 総会は、構成員現在数の過半数の出席がなければ開くことができない。ただし、出席は

委任状をもって代えることができる。 
２ 総会においては、第７条第４項によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決すること

ができる。ただし、緊急を要する事項については、この限りでない。 
３ 総会の議事は、第10条に規定するものを除き、出席した構成員の過半数で決し、可否同数

のときは、議長の決するところによる。 
４ 議長は、構成員として総会の議決に加わることができない。 
５ 総会により決定した事項については、決定事項を記載した書面を作成するとともに、その写

しを構成員全員に配布するものとする。 
 
（特別議決事項） 
第10条 次の各号に掲げる事項は、総会において、出席者の議決権の３分の２以上の多数によ

る議決を必要とする。 
 一 サポート隊規約の変更 
 二 サポート隊の解散 
 三 構成員の除名 
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 四 役員の解任 
第５章 事務、会計及び監査 
 
（書類及び帳簿の備付け） 
第11条 サポート隊は、第２条の事務所に、次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておか

なければならない。 
 一 サポート隊規約 
 二 役員等の氏名及び住所を記載した書面 
 三 収入及び支出に関する証拠書類、帳簿及び財産管理台帳 
 四 その他代表が必要と認めた書類 
 
（書類の保存） 
第12条 サポート隊は、前条各号に掲げる書類を事業終了年度の翌年度から５年間保存するこ

ととする。 
 
（事業及び会計年度） 
第13条 サポート隊の事業及び会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月31日に終わる。 
 
（資金） 
第14条 サポート隊の資金は、次の各号に掲げるものとし、その会計に当たってはほかの会計

と区分して経理する。 
 一 放置竹林有効利用推進事業による収支 
 二 その他の収入 
 
（会費） 
第15条 前条第二号に掲げる収入として、会員から月（年）○○円の会費を徴収するものとす

る。 

 

（事務経費支弁の方法等） 
第16条 サポート隊の事務に要する経費は、第14条の資金をもって充てる。 

 
（活動計画の作成） 
第17条 活動計画は、会計区分ごとに作成し、総会の議決を得てこれを定める。 

 
（資金の支出） 
第18条 資金の支出者は代表とする。 

 
（資金の流用） 
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第19条 資金は、定められた目的以外に使用し、又は流用してはならない。 

 

（金銭出納の明確化） 

第20条 出納の事務を行う者は、金銭の出納及び保管を厳正かつ確実に行い、日々の出納を記

録し、常に金銭の残高を明確にしなければならない。 
 
（金銭の出納） 
第21条 金銭を出納したときは、領収証を発行しなければならない。 

２ 金融機関への振込の方法により入金する場合は、入金先の要求がある場合のほか、領収証を

発行しないものとする。 

 

（領収証の徴収） 

第22条 金銭の支払については、最終受取人の領収証を徴収しなければならない。ただし、領

収証の徴収が困難な場合には、レシート等をもってこれに代えることができる。 
２ 金融機関への振込の方法により支払を行うときは、取扱金融機関の振込金受取書をもって支

払先の領収証に代えることができる。 
 
（物品の管理） 
第23条 サポート隊が購入又は借り入れした器具、備品及び資材については、滅失及びき損の

ないよう、適正に管理するものとする。 

 

（決算及び監査） 

第24条 サポート隊の決算については、代表が事業年度終了後、金銭出納簿、事業報告書及び

財産管理台帳を、通常総会の開催の日の 7日前までに監査役に提出しなければならない。 
２ 監査役は、前項の書類を受領したときは、これを監査し、監査報告書を作成して代表に報告

するとともに、代表は監査について、毎会計年度終了後 30日以内に総会の承認を受けなけれ
ばならない。 

 
第６章 サポート隊規約の変更 
 
（規約の変更） 
第25条 この規約を変更した場合は、事務局に報告をしなければならない。 

 
第７章 雑則 
 
（細則） 
第26条 その他この規約に定めるもののほか、サポート隊の事務の運営上必要な細則は、代表

が別に定める。 
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附 則 
１ この規約は、 令和○年○月○日から施行する。 
２ 活動団体の設立初年度の役員の選任については、第５条第２項中「総会」とあるのは、「設

立総会」と読み替えるものとし、その任期については、第６条第１項の規定にかかわらず、 令

和○年○月○日までとする。 
３ 活動団体の設立初年度の活動計画の議決については、第17条中「総会」とあるのは「設立

総会」と読み替えるものとする。 
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様式第 3 号 

 

放置竹林有効利用推進事業 粉砕機借用同意書 

 

令和  年  月  日 

 

熊本県森林組合連合会 様 

 

              住 所 熊本市      区 

              申請者 団体名 

              代表者名（個人名）            印 

              電話番号 

 

次のとおり竹粉砕機を借用致します。 

 なお、借用の際には、貸出条件を遵守し、取扱に注意して、自己の責任において使用します。 

 

記 

使用場所 

 

熊本市     区 

（申請場所と同じ場合記入不要） 

借用期間 令和  年  月  日（ 曜）～令和  年  月  日（ 曜） 

借用台数 1 台 付属部品 

□ガソリン携行缶 

□オイル缶 

□オイルジョッキ 

 

使用責任者 

（申請者と同じ場

合は記入不要） 

住 所 

氏 名 

携帯電話 

その他  

竹粉砕機の取扱い及び注意点について説明を受け、内容を理解しました。 

借用した粉砕機は、本事業以外には一切使用しません。 
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様式第 3 号の別紙 

 

放置竹林有効利用推進事業 粉砕機貸出条件書 

 

1. 法令に違反することがないように使用すること。 

2. 粉砕機を本事業以外に使用し、又は他人に転貸し、もしくは使用させないこと。 

3. 事故や怪我に備え、借受者において傷害保険に加入すること。 

4. 粉砕機の使用に際しては、操作方法を遵守し、慎重かつ丁寧に取り扱うとともに、常に安全に

配慮し、万全の対策を講じること。また、作動音や粉砕物等による周辺住環境の影響に配慮

し、近隣住民からの苦情がないようにすること。 

5. 粉砕機の負担を考慮し、1 日 5 時間以上の運転を行わないこと。 

6. 粉砕機に故障等以上が認められたとき、又は損傷や事故が発生したときは、直ちに作業を中

止し、事務局へ報告して指示を受けること。 

7. 粉砕機の使用により発生した借受者及び他者やそれらの財産に対する損害については借受

者の責任とし、借受者が損害を補償すること。 

8. 竹に付着している土砂等を除去してから処理すること。 

9. 借受期間中は、粉砕機が盗難及び雨等による被害を避けるため、適正に管理すること。 

10. 粉砕機の使用に要する燃料等の費用は、借受者の負担とする。なお、返却の際は、燃料（ガ

ソリン又は軽油）を満タンにすること。 
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様式第4号  活動記録簿 

活動記録簿 

                                 サポート隊名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動実施日時  

活動

参加

人数 

活動場所 
取組 写真番号 

（整理番号） 実 施 年

月日 

実施時間 

時間帯 実施時間 

使用機械 取組内容 
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様式第 4 号 別紙 1 写真整理帳 

活動写真整理帳 
No       

サポート隊名         
活動場所         

写真番号：     年  月  日 
  活動項目  

取組内容  

 
写真番号：     年  月  日 

  活動項目  
取組内容  

 
写真番号：     年  月  日 

  活動項目  
取組内容  
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様式第 5号  業務完了届 
 

 

業 務 完 了 届 
 

令和  年  月  日

 
  熊本県森林組合連合会 
  代表理事会長 前川 收 様 
 

サポート隊                   

住 所            

               商号又は名称  

氏 名           ㊞   

 

 
  下記の委託業務が、完了しましたのでお届けします 

 

業 務 名  熊本市放置竹林有効利用推進事業サポート隊活動 

 

業 務 場 所  

業 務 委 託 料 ￥         ．- 

契 約 月 日 令和  年  月  日 

履 行 期 間 
自 令和  年  月  日  
至 令和  年  月  日 

業 務 完 了 日 令和  年  月  日 
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様式第 5 号  別紙 1  業務完了報告書 

 

業務完了報告書 

サポート隊名 

活動団体名 処理面積 集積高さ 体積 本数 

1 集積面

積 

集積数 全体面積 集 積 当

たり 

合計 
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様式第 6 号 

請 求 書 
 

令和  年  月  日 
 
熊本県森林組合連合会 
代表理事会長 前川 收 様 
 
 

（請求者）                      
住所                   

   団体名               
代表者               印 

                             
  

￥  ,  －  
（うち消費税及び地方消費税の額を含む） 

 
但し、熊本市放置竹林有効利活用事業 サポート隊活動委託料     

 
上記のとおり請求いたしますので、下記にお振り込み下さい。 

 

銀 行 名  銀行        支店  

口 座 番 号 普通 ・ 当座    

口 座 名 

ふりがな             

名 義 人 
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                      熊本県森林組合連合会 

担当 井野 道幸 

                     電話  ０９６－２８５－８６８８ 

                     FAX  ０９６－２８５－８６５１ 

                     E メール：ino@kumamori.or.jp 

https://nakase8.wixsite.com/mysite 

 

                           

 


